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に
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し
、
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紙
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弁
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を
送
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す
る
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衆
議
院
議
員
も
と
む
ら
賢
太
郎
君
提
出
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

弾
道
ミ
サ
イ
ル
が
我
が
国
に
飛
来
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
政
府
は
、
直
ち
に
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
Ｊ

－

Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
、
注
意
が
必
要
な
地
域
の
国
民
に
幅
広
く
情
報
を
伝
達
し
、
避
難
の
呼
び
掛
け
等

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

他
方
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
が
我
が
国
に
飛
来
す
る
可
能
性
が
な
い
場
合
に
ま
で
Ｊ－

Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
に
よ
り
情
報
の
伝
達
を
行

え
ば
、
避
難
す
る
必
要
の
な
い
多
数
の
国
民
に
緊
急
情
報
が
伝
達
さ
れ
、
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
Ｊ－

Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
は
使
用
せ
ず
、
船
舶
及
び
航
空
機
に
対
し
て
、
国
土
交
通
省
、
海
上
保
安
庁
及
び
水
産

庁
か
ら
、
迅
速
に
航
行
警
報
等
を
発
し
、
注
意
喚
起
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

弾
道
ミ
サ
イ
ル
発
射
時
の
Ｊ－

Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
に
よ
る
情
報
の
伝
達
に
つ
い
て
は
、
政
府
広
報
等
を
通
じ
て
周
知
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
国
民
が
Ｊ－

Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
に
よ
る
情
報
を
確
実
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
緊

急
速
報
メ
ー
ル
を
受
信
す
る
上
で
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
周
知
す
る
な
ど
の
取
組
を
引
き
続
き
進
め
て
ま
い
り
た
い
。


